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資料１ 

 

出典：中央教育審議会総会（第 137 回）会議資料－参考資料集 令和 5 (2023)年 9 月 25 日 

 

「平成 24(2012)年の大学進学率 50.8%」部分、出典：文部科学省白書２０１２ 
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資料２ 

大学通信教育課程の学生数 

 

 

 
出典：学校基本調査（文部科学省）から本学が作成  

和暦 西暦 学生数(人)

令和2年 2020 161,142

令和3年 2021 170,277

令和4年 2022 179,877

令和5年 2023 184,499

大学通信教育課程の学生数

※令和2年～5年学校基本調査より本学が作成

年度 
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資料３ 

通信教育課程の学生数（18 歳～22 歳） 

出典：学校基本調査（文部科学省）から本学が作成 

和暦 西暦 学生数（人）

令和1年 2019 18,712

令和2年 2020 20,840

令和3年 2021 25,414

令和4年 2022 30,857

※令和１年度～令和４年度学校基本調査から本学にて作成

通信制大学の学生数（18歳～22歳）
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資料４ 

通信制高校の生徒数 

出典：学校基本調査（文部科学省）から本学が作成 

和暦 西暦 学生数（人）

令和1年 2019 197,696

令和2年 2020 206,948

令和3年 2021 218,389

令和4年 2022 238,267

令和5年 2023 264,797

通信制高校の生徒数

※令和1年～令和5年 学校基本調査から本学にて作成
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資料５ 

通信制高校卒業後の通信教育課程への進学数 

出典：学校基本調査（文部科学省）から本学が作成 

和暦 西暦 学生数（人）

令和1年 2019 563

令和2年 2020 852

令和3年 2021 1,339

令和4年 2022 2,070

通信制高校卒業後の通信教育課程への進学数

※令和1年度～令和4年度学校基本調査から本学にて作成
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資料６ 

令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について 

出典：令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について，令和５

年１０月４日（水） 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

掲載サイト（令和 6 (2024)年 2月 29 日時点）：https://www.mext.go.jp/content/20231004-

mxt_jidou01-100002753_1.pdf 
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資料７ 

出典：学校に関する状況調査、取組事例等－文部科学省, 高等教育段階 経済的支援・中退・休学など

の状況, 掲載サイト（令和 6(2024)年 2月 29 日時点）：https://www.mext.go.jp/content/20220603-

mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 
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資料８ 

大学通信教育制度について 

 

出典；大学通信教育制度について－文部科学省  令和 2 (2020)年 12 月 

掲載サイト（令和 6(2024)年 2 月 29 日時点）：https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000089352.pdf  
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資料９ 

2024 大学通信教育ガイド 

出展：2024 公益財団法人私立大学通信教育協会 大学通信教育ガイド（大学・短大編） 
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資料１０ 

令和 4 年度生涯学習に関する世論調査 

出典：生涯学習に関する世論調査（令和４年７月調査）－内閣府 

「生涯学習に関する世論調査」の概要 令和４年 10 月 内閣府政府広報室 
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資料１１ 

社会人の学び直しの実態把握に関する調査研究 

出典：EBPM をはじめとした統計改革を推進するための調査研究－文部科学省（株式会社エフォース

調査部門に委託） 

令和元年度「社会人の学び直しの実態把握に関する調査研究」調査報告書 
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資料１２ 

越境学習による VUCA 時代の企業人材育成 

出典：越境学習によるＶＵＣＡ時代の企業人材育成－経済産業省「未来の教室」事業 

掲載サイト（2024(令和6)年2月29日時点）：https:// www.learning-

innovation.go.jp/assets/recurrent/assets/pdf/WG_Outline_20201225.pdf
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資料１３ 

未来人材ビジョン 

出典：未来人材ビジョン－経済産業省 令和４年５月, P19-20、掲載サイト（令和6 (2024)年 2月29日時点）：https:// 

www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf 
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出典：未来人材ビジョン－経済産業省 令和 4年 5月, P51、掲載サイト（令和6 (2024)年2月29日時点）： 

https:// www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf 
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資料１４ 

あいちの教育ビジョン 2025 

出典：あいちの教育ビジョン 2025 概要版 P4、掲載サイト（令和6 (2024)年 2月29日時点）：

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/452552_2060318_misc.pdf 
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資料１５ 

私立大学通信教育協会「2024 大学通信教育ガイド」開設学科一覧

出典：公益財団法人私立大学通信教育協会 2024 大学通信教育ガイド（大学・短大編） 
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資料１６ 

出典：本校の規定より 
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資料１７ 

出典：本学が作成 
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資料１８ 

 

出典：本学が作成 
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資料１９ 

履修モデル１ 

情報マネジメントを重点的に学修することで、ＩＴ系企業（システムインテグレータ） 

およびユーザ企業（システム導入企業）で活躍できる人材を養成する 

出典：本学が作成 
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資料２０ 

履修モデル２ 

環境マネジメントを重点的に学修することで、環境ビジネス企業、ユーザ企業（環境技術導入企業および

製造業（工場などで環境対策を行う）などで活躍できる人材を養成する 

出典：本学が作成 
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資料２１ 

履修モデル３ 

人材マネジメントを重点的に学修することで、人事・採用担当、研修や労務担当 

および人材コンサルタント企業などで幅広く活躍できる人材を養成する 

出典：本学が作成 
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資料２２

 ⼊学者選抜⽅法と募集定員

15名
①書類審査（願書・調査

書・志望理由書）

【専願】
①下記出願資格に該当する方
②名古屋産業大学への入学を強く希望し、本学の教育理念を具現化するにふさわ
しい旺盛な学修意欲を持ち、創造力・行動力などの能力と資質を有する方、また資
格取得に熱意を持つ方

出典：本学が作成

出願資格

シニア・社会人

【専願・推薦書必要・評定平均3.0以上】
① 2025年3月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方
③高等学校等での部活動（運動部・文化部）や
地域の団体に所属し、技術・能力に優れている方

外国人学生 若干名
①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

【帰国生徒】
日本国籍を有し、保護者の海外在留のため2年以上海外で学校教育を受け、次の
いずれかに該当する方
①外国で学校教育12年の課程を修了して1年以内の方、及び2025年3月修了見込
みの方
②日本の高等学校に在籍し、2024年3月に卒業した方、及び2025年3月卒業見込
みの方で、中学校・高等学校を通じて2年以上継続して外国で教育を受け、帰国後
の在籍期間が2年以内の方

①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

【シニア・社会人】
2025年4月1日現在で満20才以上の方で、下記出願資格に該当する方①書類審査（願書・調査書・志望理由

書）

若干名

資格制

出願資格
次のいずれかに該当する⽅。
（1）⾼等学校卒業者及び 2025 年 3 ⽉卒業⾒込みの⽅
（2）⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業した⽅、若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した⽅（通常の課 程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した⽅を含む。）⼜は⽂部科学⼤⾂の定める
ところにより、これ と同等以上の学⼒があると認められた⽅及び 2025 年 3 ⽉ 31 ⽇までに卒業⾒込みの⽅
（3）⽂部科学⼤⾂が⾼等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した⽅
（4）専修学校の⾼等課程（修業年限が 3 年以上であること。その他の⽂部科学⼤⾂が定める基準を満たすものに限る。） で⽂部科学⼤⾂が別に指定するものを⽂部科学⼤⾂が定める⽇以後に修了した⽅
（5）⽂部科学⼤⾂が指定した⽅
（6）⾼等学校卒業程度認定試験規則による⽂部科学⼤⾂の⾏う⾼等学校卒業程度認定試験に合格した⽅（旧規定による ⼤学⼊学資格検定に合格した⽅を含む。）
（7）相当年齢に達し、⾼等学校を卒業した⽅と同等以上の学⼒があると本学において認めた⽅

【外国人学生】
日本国籍がなく、出入国管理および難民認定法において、大学入学に支障のない
在留資格（留学等）を有する方、また
は 2025 年 3 月 31 日までに取得できる方で、以下の①、②に該当する方
①外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した方および 2025 年 3
月 31 日までに修了見込の方、またはこれに準ずるもので文部科学大臣の指定し
た方
②次のいずれかの日本語能力を有する方
・公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施
する「日本語能力試験」N2 以上の方、見込の方
・独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語（読解、聴
解及び聴読解の合計））」200 点以上の方、見込の方
・日本語検定協会が実施する「J.TEST 実用日本語検定」A-C レベル試験 600 点
以上の方
・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する「BJT ビジネス日本語能力テス
ト JLRT 聴読解テスト（筆記テスト）」400 点以上の方
・日本語教育機関において、600 時間以上学習した方

日本語能力試験と日本留学試験の日本語能力が見込の方や、日本語教育機関
において 600 時間以上学習した方は、日本語学校等が作成する「日本語能力認
定書（本学指定書式）」をご提出ください。
※「留学」の査証を持つ方の奨学金制度については入試広報室にお問い合わせく
ださい。
※「留学」以外の査証（家族滞在、定住者、永住者など）を持つ方は、外国人入試
を受験することは可能ですが、「留学」の査証を持つ方対象の奨学金制度は適用さ
れません。
※その他、文部科学大臣が定める大学入学資格に該当する方は個別に確認をし
ますので、入試広報室にお問い合わせください。

願書、調査書にて評
価

願書、志望理
由書にて評価

調査書にて評価
志望理由書にて評
価

【専願・推薦書必要】
①2025年3月卒業見込みの方
②本学が指定する高等学校等

①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

【専願・推薦書必要・評定平均3.0以上】
①2025年3月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方
③下記の資格試験のいずれか(またはそれに準ずる資格試験)に合格した方

・日商簿記検定2級以上・全商簿記検定1級・全経簿記検定1級・全商情報処理検
定1級・全工情報技術検定1級・実用英検準2級以上・情報処理技術者試験（基本
情報技術者試験、ITパスポート）等、本学が指定する資格

若干名

若干名

若干名

AP２ AP3

①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

■アドミッション・ポリシー
現代ビジネス学部現代ビジネス学科（通信

教育課程）では人材養成の目的として「経済
活動の仕組みを理解し、企業経営の基礎を
修得した上で、現代ビジネスにおける社会変
化への対応力および業務上の課題への対応
力を備えた職業人を養成する。」ことを掲げ、
この人材養成目的、ディプロマ・ポリシー及び
カリキュラム・ポリシーとの関連性を踏まえ、ア
ドミッション・ポリシーを以下の通り定める。

AP1 聞く・話す・読む・書くというコミュニケー
ション能力の基礎を身に付けている人

AP2 主体性を持ち、コミュニケーションをとりな
がら協働し、実践的な知識の習得に取り組む
意欲がある人

AP3 社会の変化に対応するための知識や技
能を身に付けるための基礎学力と論理的な思
考力を有する人

AP4 ビジネスの知識や技能を活用し、豊かな
創造力を身につけ、社会課題の解決に貢献
する意欲がある人

課外/特別活動制
①書類審査（願書・調査書・志望理由
書）

175名

AP１

【併願可・推薦書必要・評定平均3.0以上】
①2025年3月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方

総合型選抜

学校推薦型選抜

指定校制

AP４試　験　区　分

公募制

帰国生徒

募集定員

10名

選考方法

―設置の趣旨（資料）―24―



資料２３ 

社会人の出願要件 

出典：本学が作成 
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学校法人 菊武学園 

教職員の再雇用に関する規程 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、学校法人菊武学園就業規則（以下「就業規則」という。）第１３条第２項の

規定に基づき、学校法人菊武学園（以下「学園」という。）を定年により退職した教職員の再雇

用に関する事項を定めることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 再雇用の対象となる教職員は、就業規則第１３条第１項の規定により定年退職した者

とする。 

２ 名古屋産業大学定年規程第２条及び名古屋経営短期大学定年規程第２条の規定により定年

退職した者は対象としない。ただし、特に必要があると学園が認めた者はこの限りではない。 

（再雇用の手続） 

第３条 学園を定年退職した後、引き続き学園に勤務することを希望する者は、所定の様式に

より、定年退職日の６か月前までに所属長を経て、理事長にその旨を申し出なければならない。 

２ 前項の規定による申出を行い、再雇用の適用を受けた後、就業規則第１５条（退職）、第１７

条（解雇）又は第５６条（懲戒事由）及び第５７条第７号（懲戒解雇）に該当することとなっ

た場合には、再雇用の適用を取り消すものとする。 

（有期雇用契約） 

第４条 学園に勤務することになった教職員は、４月１日から翌年３月３１日までの１年を超

えない範囲内で雇用契約（以下「有期雇用契約」という。）を締結する。 

（有期雇用契約の更新） 

第５条 学園と有期雇用契約を締結した教職員（以下「高年齢有期雇用教職員」という。）が、

雇用期間満了後も更に勤務の継続を希望し、就業規則第１５条（退職）、第１７条（解雇）又

は第５６条（懲戒事由）及び第５７条第７号（懲戒解雇）に該当する事由のない場合には、フ

ルタイム勤務教職員又は短時間勤務教職員として有期雇用契約を更新する。

２ 就業規則第１３条第４項の規定に定める基準適用年齢に達した以後の更新については、労使

協定の定めるところにより、更新前の雇用期間満了日において、各号のいずれの基準を満たす

者のみを対象とする。 

（１）引き続き継続勤務を希望していること

（２）過去２年間で出勤率が８０％以上であること

（３）直近の健康診断において勤務に差し支えない健康状態であること

３ 更新の上限は、大学、短大の教育職員は満７０歳（実技を伴う教科担当の教育職員は満６５

歳）、高校、専門学校及び幼稚園の教育職員並びに事務職員は満６５歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前とする。ただし、特に必要であると学園が認めたときは、有期雇用契約を

更新することがある。 
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名古屋産業大学 通信教育課程規程 

（目的） 

第１条 この規程は、名古屋産業大学（以下「本学」という。）学則第３条２項の規定に基づき、

本学通信教育課程の実施について必要な事項を定める。なお、この規程に定めがない事項

については名古屋産業大学学則の規程を準用する。 

（通信教育課程の目的） 

第２条 通信教育課程は、予測困難な時代に突入した現代の産業界において大学が求められる多

様な学びのニーズと産業界が求める人材ニーズに対応するために、社会人としての広い視

野と理解力を持ち、経済・経営の基礎的、専門的な知識・能力を修得し、社会変化への対

応力を身に付け、ビジネスが抱える課題に対応できる人材の育成を目的とする。 

（定員） 

第３条 通信教育課程の入学定員、収容定員は次のとおりとする。 

  現代ビジネス現代ビジネス学科通信教育課程 

入学定員    200人 

収容定員   800人 

（通信教育課程長） 

第４条 通信教育課程に課程長を置き、現代ビジネス学部現代ビジネス学科の教授をもって充て

る。 

（教育組織） 

第５条 通信教育課程の教育組織は本学現代ビジネス学部現代ビジネス学科の教員組織をもって

充てる。 

（事務組織） 

第６条 本学事務局に通信教育事務室を置き、入学、教務、学修支援、就職支援、経理、庶務 

等に関する事務を行う。 

（通信教育課程委員会） 

第７条 本学に通信教育課程委員会を置く。 

  ２ 通信教育課程委員会については別に定める。 

（学年） 

第８条 学年は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

（学期） 

第９条 学年を分けて、次の二学期とする。 

  春学期 ４月１日から９月１５日まで 

 秋学期 ９月１６日から翌年３月３１日まで 

（修業年限及び在学年限） 

第 10条 通信教育課程の修業年限は、４年とし、在学期間は、８年を超えることができない。 

（入学時期） 

第 11条  入学の期日は、学期の始めとする。 

資料２５
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（入学資格） 

第 12条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の課程を修了した者

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者

（５）文部科学大臣の指定した者

（６）専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則（平成十七年文部科学省令第一号）による高等学校卒業程

度認定試験に合格した者（同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭

和二十六年文部省令第十三号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

（８）相当の年令に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学において認めた者

２ 前項第(８)号の規定による認定に関し必要な事項は、学長が定める。 

（入学願） 

第 13条 本学に入学しようとする者は、指定の期日までに入学願書に入学検定料及び別に指定する書

類を添えて学長に提出し、その他必要な本学所定の手続を終えなければならない。 

（入学者の選考） 

第 14条  前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第 15 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知をうけた者は、所定の期日までに指定の書類を提出

するとともに、所定の入学料及びその他の費用を納入しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（入学許可の取消し） 

第 16条 学長は、正当な理由がなくて、前条に規定する手続をしない者に対しては、入学の許可を取

り消すことができる。 

（留学） 

第 17条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当 

該外国の大学又は短期大学の授業科目の履修をするため留学することを認めることができる。 

２ 学生は、前項の規定により外国の大学又は短期大学に留学しようとするときは、留学願を学

長に提出し、その許可を受けなければならない。 

３ 前二項の規定による留学の期間は、在学期間に算入する。 

４ 修得した単位については、第 29条の規定を準用する。 

（休学） 
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第 18条 学生は、疾病その他の理由により３ヶ月以上修学することができないときは、 

保証人連署のうえ休学願を学長に提出し、その許可を得て休学することができる。 

２ 学長は、病気その他の理由のため修学が不適当と認められる学生に対して、休学を命ずるこ

とができる。 

（休学期間） 

第 19条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合には、１年を限度として休学

期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して４年を越えることができない。 

３ 休学期間は、修業年限及び在学期間には算入しない。 

（復学） 

第 20条 学生は、休学期間満了のとき、又は休学期間中でもその理由が消滅したときは、復学願を学 

長に提出し、その許可を得て復学することができる。 

  ２ 病気がなおったことを理由とする復学願には医師の診断書を添付しなければならない。 

（転学） 

第 21条 学生は、他の大学に転学しようとするときは、保証人連署のうえ転学願を学長に提出しその 

許可を受けなければならない。 

（退学） 

第 22条 学生は、病気その他やむを得ない理由のため退学しようとするときは、保証人連署のうえ退  

学願を学長に提出し、その許可を得なければならない。 

（除籍） 

第 23条 学長は、次の各号いずれかに該当する学生に対して、除籍をすることができる。 

（１）授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しないもの

（２）学業を怠り、成業の見込みのない者

（３）８年の在学期間を越えた者

（４）第 19条第２項に定める休学期間を超えてなお復学できない者

（５）死亡又は長期にわたり行方不明の者

（再入学） 

第 24条 次の各号に掲げる者は、同一学部同一学科に再入学しようとするときは、再入学願を学長に 

提出し、その他必要な本学所定の手続を終え、その許可を得なければならない。 

（１）第３０条の規定により退学した者

（２）前条第(１)号の規定により除籍された者で、除籍の日から１年以内に未納の授業料を納入

した者

（３）前条第(４)号の規定により除籍された者

  ２ 前項の許可は、教授会の選考を経て行う。 

  ３ 再入学の出願は、退学又は除籍の日から２年以内に限り、提出することができる。 

（転入学） 

第 25条 他の大学から本学に転入学しようとする者は、転入学願を学長に提出し、その他必要な本学 
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所定の手続を終え、その許可を受けなければならない。 

  ２ 前項の許可は、教授会の選考を経て行う。 

（編入学） 

第 26条 本学に編入学をしようとする者に対しては、前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

（転籍） 

第 27条 本学現代ビジネス学科通学課程から現代ビジネス学科通信教育課程へ転籍を志願する者に 

対しては、教授会での選考を経て学長が許可することができる。 

  ２ 転籍を許可された者の以前に在籍していた課程における修業年数及び修得単位は、通信教 

育課程における修業年数及び修得単位として認定することができる。 

（既に修得した授業科目の取り扱い） 

第 28条 再入学、転入学、編入学を許可された者の既に修得した授業科目、単位数、修業年限並び 

に在学年数については、別に定める。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 29条 本学通信教育課程第一年次に入学した者が、入学する前に大学又は短期大学において修得 

した単位について、教育上有益と認めるときは、本学通信課程において修得したものとして 

合計６０単位を限度に認定することができる。 

（準用規定） 

第 30条 第 15条（入学手続き）及び第 16条（入学の取り消し）の規定は、再入学、転入学及び編 

入学について準用する。 

（授業科目の区分） 

第 31条 授業科目は、次のように区分する。 

現代ビジネス学科 通信教育課程 

（１）教養教育科目

（２）専門基礎教育科目

（３）専門科目

２ 課程の授業科目及び単位数及び履修方法は、別表〇の通りとする。 

（教職に関する科目及び教職免許状）  

第 32条 教員の資格を得ようとする学生は、教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）及 

び教育職員免許法施行規則（昭和二十九年文部省令第二十六号）に定めるところにより教科

に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目を履修しなければならない。 

２ 本学において取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。 

学  部 学  科 免許状の種類 免許教科 

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 中学校教諭一種免許状 社会 

高等学校教諭一種免許状 公民 

３ 教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目の授業科目及び単位数は、別に定める。 

（履修の届出） 
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第 33条 学生は、履修しようとする授業科目について、指定の期日までに学部長に届け出て、その承 

認を得なければならない。 

  ２ 学生が一年間に履修することができる卒業単位（卒業の要件として本学の定める学生が履修 

すべき単位をいう。以下同じ。）の合計は、別に定める上限以内としなければならない。 

  ３ 別に定める単位を優れた成績をもって修得した学生その他教授会が特に認めた者については、

前項に定める上限を超えて履修することができる。 

（授業の方法） 

第 34条 通信教育課程の授業は、以下のいずれかもしくは併用により行う。 

（ア）面接授業：講義・演習・実験・実習もしくは実技のいずれかにより又は併用により学修さ

せる授業。 

（イ）メディア授業：多様なメディアを利用し当該授業を行う教室等以外の場所で学修させる授

業。  

（単位計算方法） 

第 35条  １単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、 

１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

（単位の授与） 

第 36条 授業科目を履修し、その試験に合格した者に、指定の単位を与える。 

 (成績) 

第 37条 授業科目の試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５種の評価をもって表わし、Ｓ・Ａ・Ｂ・

Ｃを合格とする。 

２ 欠席過多による失格者の成績評価はＦ、未受験は/とする。 

第 38 条 本学に４年以上在学し、別に定める所定の授業科目を履修し、及びその単位を修得した者  

は、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

（学位） 

第 39条 学長は、卒業を認定した者に対して、次の学士の学位を授与する。 

学部 学科 学位の名称 

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 学士（現代ビジネス） 

２ 学位に関する事項は、別に定める。 

（表彰） 

第 40条 学長は、他の模範となる学生を表彰することができる。 

（懲戒） 

第 41条 学長は、学則その他の諸規則を守らず、学生の本分に反する行為のあった学生に対して教 

授会の議を経て、懲戒を加えることができる。 

  ２ 前項の懲戒の種類は、除籍、退学、停学及び訓告とする。 

  ３ 前項の除籍及び退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがない者

（２）正当な理由がなく出席常でない者

―設置の趣旨（資料）―31―
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（３）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

（科目等履修生） 

第 42条 本学において一又は複数の授業科目を履修して単位を修得しようとする者があるときは、学 

長は、教授会の選考を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。 

  ２ 科目等履修生として入学しようとする者は、願書に授業科目及び期間を掲載し、履歴書その

他学長が必要と認める書類を添えて学長に提出し、その他必要な本学所定の手続を終えなけ

ればならない。 

  ３ 科目等履修生として入学を許可された者は、指定の期日までに本学所定の入学料及び授業料

を納付しなければならない。 

４ 科目等履修生については、本条および別に定めるもののほか、本学学生に関する規定を準用

する。 

（外国人留学生） 

第 43条 外国人で、本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学しようとする者があ 

るときは、学長は、教授会の選考を経て、外国人留学生として入学を許可することができる。 

２ 外国人留学生として入学しようとする者は、外国人留学生入学願書、履歴書その他学長が必

要と認める書類を学長に提出しなければならない。 

３ 外国人留学生は本学所定の入学検定料、入学料、授業料及び教育充実費を納付しなければな

らない。 

４ 外国人留学生については、本条および別に定めるもののほか、本学学生に関する規定を準用

する。 

（入学選考料、入学料、授業料） 

第 44条 入学選考料、入学料、授業料の額は、次のとおりとする。 

入学選考料 １０，０００円 

入学料   １００，０００円 

授業料  年額 ３００，０００円 

（授業料等の納入） 

第 45条 授業料等は、別に指定する期日までに納入しなければならない。 

（再入学の場合の授業料等） 

第 46条 学期の中途において再入学した者は、再入学した月から当該期末までの授業料等を再入学し

た月に納入しなければならない。 

（学年の中途で卒業する場合の授業料等） 

第 47条  学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの月までの授業料等を納入しなければ 

ならない。 

 （退学及び除籍の場合の授業料等） 

第 48条  学期の中途で退学しようとする者又は除籍された者は、退学又は除籍の日の属する学期ま 

での授業料等を納入しなければならない。 

（休学の場合の授業料等） 
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第 49条    休学期間における授業料、在籍料等については、別に定める。 

（入学料及び授業料の免除及び徴収の猶予） 

第 50条  学長は、別に定めがあるほか、特別の事情があると認める者又は特に必要と認める者がある 

場合は、入学料及び授業料等の全部もしくは 一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。 

２  入学料及び授業料等の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は別に定める。 

（入学検定料等の還付） 

第 51条 納入された入学検定料、入学料及び授業料等その他の費用は、別に定める場合を除き、還付 

しない。 

（改廃） 

第 52条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。 

附 則  

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第 3 条に定める収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和７年度から９年度の収容定員は

以下のとおりとする。 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

現代ビジネス学部 

現代ビジネス学科通信教育課程 200人 400人 600人 
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名古屋産業大学 通信教育課程委員会規程（案） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、名古屋産業大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科におく通信教育課程委

員会（以下、委員会という）に関する必要事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は通信教育課程（以下、本課程という）の次の事項について報告・協議を行う。 

(１)教育課程に関する事項

(２)学生の入学、退学、休学、復学、留学、除籍及び賞罰等学生の身上に関する事項

(３)学生の試験及び卒業に関する事項

(４)学生指導及び学生生活に関する事項

(５)学生の進路に関する事項

(６)授業コンテンツ等の教材に関する著作権等の知的財産権に関する事項

(７)その他本課程の教育及び運営に関する事項

（組織） 

第３条 委員会は、本課程の基幹教員により構成する。 

（議長） 

第４条 議長は本課程の課程長とする。 

（会議の開催） 

第５条 委員会は次のとおり開催する。 

（１）毎月１回定例会議

（２）課程長が召集した時

（会議の記録） 

第６条 委員会における協議事項及び報告事項は記録して保管する。 

（構成員以外の出席） 

第７条 議長が必要と認めた場合には、構成員以外の者を出席させ、意見を述べさせることがで

きる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は通信教育課程事務局が行う。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、学長の承認を得て行う。 

附 則 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

資料２６
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   資料27
名古屋産業大学バーチャルキャンパスのスクリーンショット 

図1: 名古屋産業大学バーチャルキャンパス（入口） 

図2: バーチャルキャンパスの構成例（５F建てビル） 

アバター

教員のアバター 

生徒のアバター 
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図3: 教室でのグループワークのスペース 

図4: 参加者のビデオ／アバター表示 

（手を振ることで自動的に発言者や挙手者のビデオ表示する設定） 
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図5: 資料の共有による説明や発表 
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資料28
資料28：名古屋産業大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科通信教育課程 時間割（例） 

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ａ
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ａ
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
赤
松
）

情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
赤
松
・
河
村
）

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
岡
村
・
伊
藤
）

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
宮
坂
・
傍
嶋
）

情
報
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
赤
松
・
河
村
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
A
（
赤
松
）

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
岡
村
・
伊
藤
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
A
（
岩
本
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
Ａ
（
赤
松
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
Ａ
（
岩
本
）

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
演
習
（
宮
坂
・
傍
嶋
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
Ａ
（
宮
坂
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
Ａ
（
岡
本
）

７
限

2
0
:1
0
～
2
1
:4
0

表
１
：
通
信
教
育
課
程
（
前
期
）
時
間
割

１
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

２
限

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

３
限

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

４
限

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

５
限

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0

６
限

1
8
:3
0
～
2
0
:0
0
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月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

土
曜
日

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ａ
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ａ
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
岩
本
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
A
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
B
（
赤
松
）

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
A
（
岩
本
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
B
（
赤
松
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
B
（
岩
本
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
B
（
宮
坂
）

現
代
ビ
ジ
ネ
ス
演
習
B
（
岡
本
）

７
限

2
0
:1
0
～
2
1
:4
0

６
限

1
8
:3
0
～
2
0
:0
0

表
２
：
通
信
教
育
課
程
（
後
期
）
時
間
割

１
限

9
:0
0
～
1
0
:3
0

２
限

1
0
:4
0
～
1
2
:1
0

３
限

1
3
:0
0
～
1
4
:3
0

４
限

1
4
:4
0
～
1
6
:1
0

５
限

1
6
:2
0
～
1
7
:5
0
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資料29 

オンデマンド型の視聴動画サンプルのスクリーンショット

図1: 表紙    図2: 英語フレーズの解説１ 

図3: 英語フレーズの解説２ 図4: 英語フレーズの解説３ 

図5: 英語フレーズの解説４ 図6: ロールプレイ英会話レッスン開始 

図7: ロールプレイ（先生の発声１） 図8: ロールプレイ（学生の発声１） 

図9: ロールプレイ（先生の発声２） 図10: ロールプレイ（学生の発声２） 
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資料30 

通信教育課程記述式問題の評価基準表の例 

数学の記述式問題として、以下のような問題を考える。 

問題：f(x)=x3‐6x2+9x+2 の極値を求めよ。 

この問題の評価基準表のサンプルを示す。 

評価項目 得点 説明 

1 微分計算 2 一次微分 𝑓’(𝑥)=3𝑥2−12𝑥+9 が正しく計算されている。 

2 臨界点の導出 3 一次微分をゼロとおき、臨界点 𝑥=1 および 𝑥=3 を正しく

求めている。 

3 二次微分計算 2 二次微分 𝑓’’(x)=6x−12 が正しく計算されている。 

4 極値の判定 3 二次微分の符号に基づき、 x=1 で極小値、 x=3 で極大

値と正しく判定している。 

5 極値の値の計算 2 極小値 𝑓 (1)=6、極大値 𝑓 (3)=−4 を正しく計算してい

る。 

合計 12 

通信教育課程記述式問題の評価基準表（例：小論文） 
小論文の記述式問題として、以下のような問題を考える。 

問題：「AI技術の発展が私たちの生活に与える影響」について、あなたの意見を述べなさい。以下の

点に触れながら、800字以内で論じなさい。 

１．AI技術の具体的な応用例を挙げる。 

２．その応用例が社会や個人に与えるメリットとデメリットを述べる。 

３．あなたが考えるAI技術の未来について予測し、その上で取るべき対策を提案する。 

この問題の評価基準表のサンプルを示す。 

評価項目 得点 説明 

1 内容の充実度 30 - AI 技術の具体的な応用例が明確かつ具体的に述べられて

いる。

- メリットとデメリットがバランスよく考察されている。

- 未来予測と対策が論理的で具体的である。

2 論理の一貫性 20 - 論旨が明確であり、一貫している。

- 各段落が論理的に繋がっている。

- 主張が明確で、適切に支持されている。

3 説明の明瞭さ 20 - 説明が明確で、読者にとって理解しやすい。

- 専門用語の説明が適切である。

4 構成と段落 10 - 適切な段落構成がなされている。

- 序論、本論、結論が明確に区別されている。

5 言語表現 10 - 適切な語彙と文法が使われている。

- 誤字脱字が少ない。

6 独自性 10 - 独自の視点や考え方が示されている。

合計 100 
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名古屋産業大学 事務局組織 

通学課程 

人数 業務内容 

総務課 4 

・教職員の勤務に関すること。

・施設の維持及び環境管理に関すること。

・儀式の運営に関すること。

・SD,IR に関すること。

・共済組合の手続きに関すること。

・後援会の事務及び運営補助に関すること。

経理課 5 

・会計経理事務および学納金に関すること。

・予算及び決算に関すること。

・教職員の給与、旅費等の支給に関すること。

・研究費、特別研究費に関すること。

教務課 5 

・履修、講義、教育課程に関すること。

・教授会、研究科委員会の運営に関すること。

・教員の研究支援に関すること。

・講義室の機器環境に関すること。

・通信教育課程の業務補助に関すること。

学生課 5 

・学生の厚生指導に関すること。

・学生生活、課外活動に関すること。

・学生の奨学金等福利に関すること。

・留学生に関すること。

・海外の大学との交流に関すること。

・学友会の管理、運営に関すること。

・通信教育課程の業務補助に関すること。

事 

務 

局 

長 

事 

務 

局 

次 

長 

ｷｬﾘｱ

支援課

4 
・学生の進路指導に関すること。

・資格指導、キャリア形成に関すること。

・インターンシップの企画、実施に関すること。

・公開講座の運営に関すること。

入試広報室 9 
・学生の募集活動に関すること。

・入試業務に関すること。

情報ｾﾝﾀｰ事務室 2 

・サーバー、学内ネットワーク、PC 講義室の管理に関

すること。

・通信教育課程の業務補助に関すること。

図書館事務室 2 

・図書館の管理、運営に関すること。

・大学リポジトリの管理、運営に関すること。

・通信教育課程の業務補助に関すること。

計 36 

  通信教育課程 

通信課程事務局 3 

・授業に関する質問の対応に関すること。

・通信技術指導、メディア教材作成補助に関するこ

と。

・履修登録指導に関すること。

・学生生活に関わる相談対応。

通信課程事務局 

指導補助者 
10 

・レポート添削補助に関すること。

・メディア教材作成補助に関すること。

・学生からの質問対応に関すること。

計 13 

資料３１
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名古屋産業大学 現代ビジネス学科 通信教育課程 

授業コンテンツレビューチェックリスト 

科目名 

レビュー日 令 和   年  月  日 

レビュー担当者

◆レビューの目的
通信教育の講義実施に際し作成した教材について考慮すべきポイントを「チェックリスト」としてまとめ、レビュー者が点検を行 い、教
材の改善を図っていくことで、適切な講義運営と全般的な教材の質の向上を目指します。

◆本チェックリスト利用上の注意点
本チェックリストは、教材作成を行う上で作成者自らが最低限考慮すべきポイントがクリアされているかを確認する事ができるように
チェックリスト形式でまとめたものです。また、比較・評価を目的としたものではありません。

分野 項目 チェック内容
チェック
（✓） 指摘事項(あれ

ば) 

１．表現・内容
の適切性 

（1） 15分×4回の構成になっているか 

（2） 講義内容はシラバスに合致しているか 

（3） 誤字、脱字がないか。 

（4） 文字の大きさや図表などは見やすく作成されているか 

（5） 専門用語、難解な用語については説明を付す等の配慮がなさ 
れているか 

（6） 差別用語、放送禁止用語等、不適切なワードは使用されていな 
いか 

（7） 特定の事業者・団体やサービスについての宣伝や中傷になって 
いないか。 

２．著作権の配
慮 

（8） 授業を行うのは教材を作成した本人か。 

（9） 引用する情報の出典元が明らかになっているか。 

（10） すでに公表されている著作者か。 

（11） 授業で必要とする適切な範囲・限度（必要部分）の複製か。 

（12） 著作権者の利益を害する内容でないか。 

３．映像の状態 
（13） 画像は乱れていないか 

（14） 音声は問題ないか、雑音等入っていないか。 

自由記述欄 

資料３２
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名古屋産業大学 通信教育課程 基幹教員の人事配置計画 

職位 39歳

以下 

40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以

上 

計 

令和10

年度

(完成

年度) 

教授 1名 4名 1名 2名 8名 

准教授 

講師 １名 1名 

令和11 

年度 

教授 1名 1名 3名 - 5名 

准教授 2名 

(2名採用) 

2名 

講師 2名 

(1名採

用) 

2名 

令和12 

年度 

教授 1名 1名 3名 - 5名 

准教授 2名 2名 

講師 2名 2名 

令和13 

年度 

教授 1名 1名 3名 - 5名 

准教授 2名 2名 

講師 2名 2名 

令和14 

年度 

教授 2名 

(2名採用) 

2名 1名 - 5名 

准教授 3名 3名 

講師 1名 

(1名採

用) 

1名 

資料３３
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